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宮城県内首長経験者がアピール発表 
 

 「首長の会」を結成 
宮城県内の首長経験者10名は、２月８日、
記者会見をおこない、「憲法九条を守る首長

アピール」を発表しました。このアピール

は宮城県民と宮城県内市町村長経験者（現

元）および全国の知事市町村長経験者に向

け、呼びかけたものです。 
昨年春以来、川井貞一元白石市長、鹿野

文永元鹿島台町長、松村行衛元七ヶ宿町長、

森久一元山元町長の４人が断続的に集まり、

話し合いました。その結果、「憲法九条を守

るアピール」（案）をつくりました。「アピ

ール」（案）は昨年９月 10 日に、県内の首
長経験者（現元）に向けて発送されました。

これを読み、賛同を表明された首長経験者

は 10 名（含む呼びかけ人）、他に名前は出
さないが賛同する首長経験者が４名おられ

ました。10名の首長は以下の方々です。 
川井貞一（元白石市長）／鹿野文永（元

鹿島台町長）／大関健一（元栗駒町長）／

狩野猛夫（元松山町長）／桑折智夫（元岩

出山町長）／菅原雅（元気仙沼市長）／武

山仁治（元松島町長）／中川俊一（元古川 

  九条の会講演会 
  ――小田実さんの志を受けついで 

◇日時 ３月８日（土） 13時 30分 

    （開場 12時 00分） 

◇会場 渋谷 C.C.Lemonホール 

◇お話 井上ひさし、大江健三郎、奥平

康弘、加藤周一、澤地久枝、鶴見俊輔、

三木睦子（小田さんのお連れあいの玄

順恵さんも参加） 

◇前売り券 1000円（当日券は 1200円） 

※郵便振替で入場料をご送金いただけ

ば、折り返し参加券をお送りします。当

日の入場は前売り券優先の先着順です。

振替の通信欄に「講演会入場券○枚希望」

とお書きください。 

郵便振替口座  口座名 九条の会 

口座番号 00180-9-611526 
  

市長）／松村行衛（元七ヶ宿町長）／森久 
一（元山元町長） 

  ア ピ ー ル   
宮城県民の皆さん 
宮城県内の市町村長の皆さん、元市町村長
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の皆さん    
私たちは、政党政派にとらわれず、平和

憲法九条を守り抜くという壮大な目標に向

かい、さまざまな垣根を取り払い、「九条を

守る心は一つ」、「一人の百歩より百人の一

歩」を合い言葉に、百尺竿灯第一歩を踏み

出しました。 
私たちは、市町村住民の福祉の向上と市

町村勢の発展を目指し、その実現を日夜願

っております。この願いを果たす中で最も

大切な事は、市町村住民の安全・安心の確

保であり、これを脅かすものに私たちは身

命を賭して立ち向かってまいりました。 
 現在、日本国憲法を「改憲」するための

手続きが進められ、遺憾にも憲法九条を「改

憲」しようとする動きがあります。 
私たちは、この憲法九条の「改憲」こそ、市

町村住民の安全・安心を脅かす最たるもので

あり、断固としてこの動きを阻止し、憲法九条を

守らなければならないと決意を新たにしていま

す。 

 いま私たちは、地方分権の推進による地

方政府の確立こそ力強い２１世紀の国づく

りであると信じ、これに全力をあげており

ます。地方政府とは、行政権、財政権そし

て立法権を有する住民主体の地方自治の姿

であります。 
しかるに、憲法九条の「改憲」は、あの

忌まわしい国家総動員法などの道につなが

ることは必定であり、これは対等な立場に

たってこの国家の暴走を止めさせるべき地

方政府本来の役割までも奪い去るものであ

り、まさに時代に逆行する中央集権の強化

であります。 
よって、地方政府を確立し２１世紀の国

づくりを進めるためにも、憲法九条の「改

憲」は断じて容認できません。 
しかし現実を見ると、平和を求める国民

の声を夢想と決めつける政治が強引に進め

られており、憲法九条を守ることがいかに

困難なことであるかを、私たちは日々の活

動を通じて痛感しています。 
この中にあって、全国では 6000 余りの

「九条の会」が、宮城県では 100に及ぶ「九
条の会」が、九条を守るために幅広い運動

を展開しております。 
これに呼応し、私たちは「九条の会」と

歩みを共にし、憲法九条の理念を高く掲げ、

これを堅持し実行することが人類に課せら

れた歴史的使命であることを誇りとし、あ

まねく市町村住民すなわち国民の偉大な英

知と力の結集をはかることを、ここに呼び

かけます。 
  ２００８年２月８日 

みやぎ憲法九条の会レポート 
     （Mailニュースより） 
 「みやぎ憲法九条の会」は東北六県では

最も遅く発足しました。 
発足の準備の過程から、県段階の九条の

会の役割について以下のようことを念頭に

進めてきました。その一つは、県内各九条

の会が動きやすい環境を作ることです。 
そのため、「呼びかけ人」は、県内の地域・

分野で影響力を持つ方たちに直接訪問して

「九条の会の趣旨・目的」を説明し、それ

に共感し、一緒にやろうという意思を表明

していただいた方に「呼びかけ人」をお願

いしてきました。今もまだ不十分な地域・

分野がありますから今後もこの考え方で

「呼びかけ人」を増やしていくことにして

います。 
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首長の影響力・信頼を運動の力に 
この中に数人の元首長が入っています。

首長はいろいろな面で住民に影響力・信頼

があります。 
その力を九条の会に貸していただくこと

で運動が一回りも二回りも広がる可能性を

秘めていると考えている矢先に、呼びかけ

人の一人の首長（山元町長・森久一氏・当

時現職）から「首長のアピ－ルを出したい」

という提案がありました。それがキッカケ

になり、県内の元全国市長会副会長を務め

た川井貞一氏、元全国町村会副会長を務め

た鹿野文永氏（お二人とも「呼びかけ人」）

を中心にアピ－ル文案に賛同を呼びかける

準備、122人の現・元首長宛発送の準備等を
行いました。この実務は「みやぎ憲法九条

の会・事務局」が担いました。 
 約１年間と時間はかかりましたが、賛同

した元首長は 14人になりました（うち 4人
は匿名）。 
 そこで、「憲法九条を守る首長の会」を結

成、会長に川井貞一氏が決まりました（08
年 2月 8日）。その上でアピールを記者会見
で発表しました。アピール文は添付資料を

ご覧下さい。 
 アピール文の特徴は、首長たちが「身命

を賭して自治を守る努力をしてきたが、九

条が改悪されると自治が壊される」という

ものです。九条と自治とを繋ぐ大変に大切

な訴えです。 
 このアピールを全国の首長に送付して賛

同を募るということになりました。 
 全国の首長の賛同を期待しています。 

 憲法をめぐる情勢の論議を重視 
 「みやぎ憲法九条の会」は、九条を中心

にした改憲の情勢の検討にかなりのエネル

ギーを注いでいます。 
 昨年は「日本会議」を中心にした動きが

地方の議員を通して改憲の世論を作る動き

に注意を喚起しました。 
 現在は、福田内閣になって以降の改憲の

動きがどうなっているかについての検討を

深めています。福田内閣になってから、安

倍内閣と異なり改憲の動きが見え難くなっ

ています。気の早い人は「九条の改正は無

くなった」と各九条の会で講演をする人も

現れる始末です。 
 すでに事務局では 3 回、世話人会議で 1
回の検討を行いました。近く、完成品を仕

上げる予定です。 
 こうした情勢の検討を行う際の留意事項

は、① 有権者の過半数を九条の運動の輪

に迎えることが出来る内容 ② そのため、

政党名は一切使用しない ③ 正確な分析

をする です。これは大変に難しいことで

すが、九条の運動は、どこからか方針は出

てくるわけでもなく、情勢分析もどこから

か出されるわけでもない、ことを考えると、

自分で（各九条の会が）情勢分析を行う力

を持つ努力に取り組むことが必用になるの

です。その力が九条の運動に深みが生まれ

ると思います。 

第５回「九条の会憲法セミナー」 
 「九条の会」は昨年おこなった「憲法セ

ミナー」を今後も引き続き開催していくこ

とにしており、第５回セミナーをつぎのよ

うに開催します。（詳細は追って発表） 
◇日時 ６月 21日（土） 13時 30分 
◇会場 岐阜市内 
◇講師 井上ひさし（九条の会よびかけ人） 
    明珍美樹（新聞労連元委員長） 


